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１ 調査の目的 

 

児童福祉法第６条の３第２項に基づく放課後児童健全育成事業について、本市においては、直営

（公設公営）の放課後児童クラブ１２か所と直営以外（公設民営）の放課後児童クラブ３か所、合計

１５か所で児童の受入を実施しています。 

近年、児童クラブの利用を希望する児童数の増加、利用ニーズの多様化等への対応、人材確保の

難しさなど、持続的な運営に向けた課題が顕在化しています。 

こうした状況を踏まえ、本市では官民連携の可能性を探ること、持続的で効率的な運営体制の構

築に向けた方策や、サービスの質の向上・多様なサービス向上に繋がる新しい取組みの模索など、

民間事業者等の皆様から広く意見を求め、対話を通じて、本市児童クラブの新たな運営形態や民間

委託などの参画意向、市場性の有無、アイデア等を把握し、今後の児童クラブの運営の在り方など

検討を進めたくサウンディングを実施します。 

 

２ 本市放課後児童クラブの現状と課題 

 

【現状】 

市内１４の小学校において、直営（公設公営）１２か所、直営以外（公設民営）３か所、合計１ 

５か所の放課後児童クラブを運営しています。 

近年、本市放課後児童クラブの登録児童数も増加傾向にある中で、配慮を必要とする児童等の 

利用も増加しており、支援員の確保、資の向上、均質かつ良好なサービス提供等が求められてい 

ます。 

また、児童クラブ運営費全体に占める利用者負担の割合が低下してきており、今後、持続的に安 

定した児童クラブの運営について対策を講じていく必要があります。 

 

（１）児童クラブ実施状況等一覧 



※令和 7年度の運営状況 

 

運営区分 定  員 クラブ数 教室・支援単位 備  考 

公

設 

直 営 1,040 人  12 クラブ  26 教室   

委 託 40 人  1 クラブ  1 教室  上豊富 

地 元 80 人  2 クラブ  2 教室  上川口・上六人部 

合 計 1,160 人  15 クラブ  29 教室   

※令和 7年 4月 1日時点の状況 

 

（２）開設時間及び休日 

開設日：学校開業日（月曜日～金曜日） 放課後～１９時００分 

長期休業期間（土曜日含む）  ７時４５分～１９時００分 

No クラブ名 所在地 開設場所 定員 
支援
単位 

運営
形態 

1 惇 明 字内記 21番地 小学校舎 空き教室 120 3 直営 

2 昭 和 字天田 118 番地 

小学校舎 音楽教室（ﾀｲﾑｼｪ

ｱ）、専用クラブ棟（小学校敷地

内） 

160 4 直営 

3 大 正 字堀 1108 番地 専用クラブ棟（小学校敷地内） 120 3 直営 

4 雀 部 字前田 1879 番地の 9 
小学校舎 多目的室（ﾀｲﾑｼｪ

ｱ）及び空き教室 
120 3 直営 

5 庵 我 字中 2113 番地の 3 専用棟（旧幼稚園施設） 40 1 直営 

6 修 斉 字半田 50番地 専用クラブ棟（小学校敷地内） 80 2 直営 

7 遷 喬 石原１丁目 180 番地 専用クラブ棟（小学校敷地内） 120 3 直営 

8 六人部 字長田 232 番地 小学校舎 空き教室 80 2 直営 

9 成 仁 中坂町 10番地 専用クラブ棟（小学校敷地内） 80 2 直営 

10 三 和 三和町千束 515 番地 三和支所内 専用クラブ室 40 1 直営 

11 夜久野 夜久野町額田 218 番地の 4 額田児童館内 専用クラブ室 40 1 直営 

12 大 江 大江町波美 10 番地 専用棟（旧給食センター） 40 1 直営 

13 上豊富 字畑中 1600 番地 小学校舎 専用クラブ室 40 1 
委託 

（地元） 

14 上六人部 字三俣 577 番地 上六人部会館内 専用クラブ室 40 1 
補助 

（地元） 

15 上川口 字野花 93番地 小学校舎 空き教室 40 1 
補助 

（地元） 



休 日：日曜日、祝日、国民の休日、１２月２９日～１月３日 

 

（３）対象児童及び近年の利用児童推移 

児童クラブの利用対象となる児童は、本市立小学校に通学する児童の内、利用要件基準を満た 

す１年～６年生 

（単位：人） 

 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

4 月 1日 8 月 1日 4 月 1日 8 月 1日 4 月 1日 8 月 1日 

登録者 利用者 登録者 利用者 登録者 利用者 登録者 利用者 登録者 利用者 登録者 利用者 

惇 明 186 135 207 154 194 134 203 152 186 122 197 149 

昭 和 196 144 226 181 273 196 273 207 263 166 273 212 

大 正 150 101 160 126 138 94 144 95 146 108 160 121 

雀 部 158 107 181 151 174 125 187 145 176 120 197 157 

庵 我 32 27 36 31 30 19 33 29 30 20 36 31 

修 斉 112 81 134 92 126 86 138 103 140 86 150 115 

遷 喬 170 120 182 146 171 124 175 145 167 114 186 141 

六人部 115 83 124 94 103 66 113 86 103 76 117 87 

成 仁 115 87 128 105 113 81 129 112 136 99 140 112 

三 和 35 30 35 30 39 30 45 42 29 25 39 33 

夜久野 20 17 20 17 17 13 23 21 21 12 23 18 

大 江 54 41 68 44 60 48 71 58 60 45 67 58 

小 計 1，343 973 1，501 1，171 1，438 1，016 1，534 1，195 1，457 993 1，585 1，234 

上豊富 35 24 35 27 39 33 43 32 41 27 42 37 

上六人部 17 17 19 19 20 20 20 20 16 13 13 13 

上川口 43 43 43 43 51 25 51 45 30 18 47 18 

小 計 95 84 97 89 110 78 114 97 87 58 102 68 

合 計 1,438 1，057 1，598 1，260 1，548 1，094 1，648 1，292 1，544 1，051 1，687 1，302 

※各年登録・利用者人数は、いずれも各月 1日時点の数 

 

 

  



（４）近年の支援員の状況 

区分 勤務形態 

令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

人 数 人 数 人 数 

内放課後児童 

支援員数 

月額給 

週 25 時間給 19 人  16 人  15 人  13 人   

週 20 時間給 40 人  41 人  47 人  30 人   

スクサポ兼務 9 人  9 人  9 人  2 人   

時間給 20 時間未満 44 人  52 人  59 人  9 人   

合  計 112 人  118 人  130 人  54 人   

※一覧表の数は各年 4月１日時点 

※スクサポとは、小学校のスクールサポーター（小学校と児童クラブ合わせて週 25 時間勤務） 

（小学校：週 20時間、児童クラブ：週 5時間） 

 

（５）使用料及び減免等基準 

〇平日放課後と土曜日の使用料（平日使用料） 

月額３，５００円（令和８年度から４，５００円に変更） 

〇長期休業期間の使用料（長期休業期間使用料）は次の一覧のとおり 
 

4月春休み 7月夏休み 8月夏休み 12月冬休み 1月冬休み 3月春休み 

3,500円 6,000円 12,000 2,000円 2,000円 3,500円 

※通年利用する児童の場合は、平日使用料（月額）に長期休業期間使用料を加算した額が月額合 

計となります。（8月は 12,000 円のみ） 

※平日使用料の納付（通年登録者）は、利用の有無に関係なく、月額使用料が発生します。 

ただし、長期休業期間使用料については、事前キャンセルのうえ、利用がなければ料金はかか 

りません。 

 

 減免制度 減免区分 

生活保護受給 

全額免除 市民税非課税世帯 

市民税非課税世帯のうち均等割のみ課税 

市民税課税世帯のうち所得割額 77,100 円未満 半額免除 



多子軽減制度 軽減区分 

きょうだい利用のケース 2 人目は「半額」、3人目は「無料」 

 ※使用料減免は申請に基づく判定、一方、多子軽減制度については、世帯状況を市が把握し 

軽減措置を実施しています。 

 

【課題】 

（１）児童支援員の人材確保、高齢化に伴う新たな支援員の育成や知識・ノウハウの継承、持続的で 

安定したクラブ運営について 

（２）クラブ間での児童に対する見守り支援体制や指導力の均質化（経験や対応力に、ばらつき・差 

がある）について 

（３）児童クラブの活動において、自由遊びの時間が生活の大半を占める状況の中、特に夏休みの 

屋外遊びの確保が難しく、児童のストレスや運動不足、集中力等の低下など、更なる遊びの充 

実について 

（４）見守り支援の質の向上、柔軟で多様なサービス提供（配慮を要する児童への対応強化や、ＩＣ 

Ｔや配食サービス等）による保護者負担軽減やサービスの充実について 

（５）多様性への対応、安全対策など改正運営指針に基づいた施設整備や体制整備など環境整備の 

充実について 

（６）事業運営経費全体に占める保護者負担割合が低下し、市一般財源の負担が増大している状況 

の中、効率的で持続可能な体制の構築について 

 

３ サウンディング調査の内容 

 

（１）対象者 

サウンディングの対象者は、事業の実施主体となる意向を有する民間事業者またはＮＰＯ法人 

（以下、「法人等」という。）若しくは複数の法人等が構成するグループ（以下、「グループ」と 

いう。）とします。単独での参加、グループでの参加、どちらも可とします。グループでの参加 

の場合は、構成員をすべて明らかにするとともに、主たる役割を担う代表者を選定してくださ 

い。 

ただし、次のいずれかに該当する場合は除きます。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者 

②参加申込書提出時点で、福知山市の入札参加者指名停止措置を受けている者。 

③会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）によ 



る更生・再生手続き中の者等、経営状態が著しく不健全である者。 

④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に 

規定する暴力団、当該暴力団員の構成員（構成員でなくなった日から５年を経過していない 

者を含む。）又はこれらの者と関係を有している者。 

⑤国、京都府、福知山市に納めるべき税を滞納している者。 

 

（２）調査（対話）の内容 

主なサウンディングの調査（対話）内容について、自らが事業の運営主体になることを前提とし 

て、次の項目について実現可能な意見や提案を求めます。 

また、独自の提案等がありましたら、是非お聞かせください。 

①本市直営１２クラブの公設公営の事業形態から、公設民営（業務委託等）への参画意向 

・参画形態（業務委託、指定管理者制度など） 

・参画にあたってのリスクや課題及び市に求める支援内容（条件） 

・事業導入コスト（想定見積金額） 

②業務遂行と課題解決に関する提案 

・「2 現状と課題」で挙げた各課題の解決に資する、運営体制（業務範囲の考え）、人員配置（確 

保策や現在勤務している支援員の雇用継続への考え）、支援員の育成、質を向上させる方策な 

ど 

・民間事業者として改善可能と考える業務内容等 

③サービス向上の取組・アイデアに関する提案 

・子どもの体験・学びを広げるプログラム（スポーツ、文化活動、探求学習など） 

・保護者支援や地域連携に繋がるサービス（延長保育、配食弁当、地域イベント協働など） 

・ＩＣＴやＤＸの活用 

④持続的・効率的な運営モデルに関する提案 

・運営コスト削減や効率化の工夫 

・長期的に安定した人材確保の仕組み（研修制度、キャリアパス、待遇改善など） 

⑤関係機関との連携方法に関する提案 

・学校、保護者、その他関係機関（障害者支援事業所等）との円滑な連携を図るための具体的な 

方法 

  



（３）本市児童クラブの位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ サウンディングのスケジュール（予定） 

 

  サウンディングの実施スケジュールは以下のとおりです。 

内  容 日  程 

実施要領の公表 令和８年１月１４日（水） 

児童クラブ見学会の参加申込期限 令和８年２月 ６日（金） 

児童クラブ見学会の開催 令和８年２月１２日（木） 予備日：２月１３日（金） 

質問の受付期間 令和８年２月１２日（木）～ ２月２０日（金） 

 

 



質問の回答期限 令和８年２月２６日（木） 

エントリーシートの受付期限 令和８年３月 ４日（水） 

サウンディングの実施 令和８年３月１３日（金）～１９（木）のいずれかで調整 

サウンディングの実施結果の公表 令和８年３月末予定 

 

５ サウンディング調査の手続き 

 

（１） 児童クラブ見学会の実施（事前申込制） 

サウンディングへの参加を希望する事業者向けに次の一部の児童クラブにおいて現地見学会を 

実施します。 

※現地見学会予定クラブは７か所（惇明・昭和・大正・雀部・庵我・修斉・夜久野） 

参加を希望される場合は「現地見学会参加申込書（様式１）」に必要事項を記入の上、電子メー 

ルにより、件名を【「福知山市放課後児童クラブ」現地見学会参加申込】としてご提出ください。 

なお、見学会への参加は、サウンディングへの参加の条件ではありません。 

①申込受付期限：令和８年２月６日（金） 

②申 込 先：「８問い合わせ先」のとおり 

③実 施 日 時：令和８年２月１２日（木） 予備日：１３日（金） 

１１時００分～１７時００分頃（予定） 

※見学会の対応時間は、１クラブ２０分程度とし、現地集合・現地解散とします。 

※見学順は後日お知らせします。（午前：２クラブ、午後：５クラブを見学予定） 

④参加人数は、１事業所あたり３名以内でお願いします。 

 

（２）質問等について 

  サウンディングに参加するために必要な情報については、可能な範囲で提供しますので、「質問 

書（様式２）」に必要事項を記入し、電子メールにより、件名を【「福知山市放課後児童クラブ」 

質問書】として「８問い合わせ先」へご提出ください。 

  ①質問の受付期間：令和８年２月１２日（木）～２月２０日（金）１７時００分まで 

  ②質問に対する回答：全ての質問及び回答は、まとめて本市のホームページに掲載します。（質 

問者名は非公開）なお、本件サウンディングについての補足等を掲載す 

ることもありますので、質問の有無に関わらずご確認ください。 

  ③質問への回答期限：令和８年２月２６日（木）１７時００分までに掲載予定 

 

（３）参加申込方法 



サウンディング調査の参加を希望する場合は、「エントリーシート（様式３）に必要事項を記入 

し、電子メールにより、件名を【「福知山市放課後児童クラブ」エントリーシート】として「８ 

問い合わせ先」へご提出ください。 

受信確認のため、送信後に「８問い合わせ先」の担当者に電話で送信した旨を連絡してくださ 

い。 

①申込受付期限：令和８年３月４日（水） 

②申 込 先：「８問い合わせ先」のとおり 

③Ｚｏｏｍ等を用いたオンラインでの参加を希望される場合は対応いたしますので、申込時に 

 その旨を付記してください。 

※原則としては対面で行いたいと考えていますので、ご協力の程よろしくお願いします。 

 

（４）サウンディングの実施 

  サウンディングは以下の実施期間中で調整して行います。 

 ①実施日時：令和８年３月１３日（金）～１９日（木） ９時３０分～１７時１５分 

  ②会  場：京都府福知山市字内記１３番地の１  福知山市役所会議室（現在、調整中） 

  ③進 め 方： 

  ・対話は、参加事業者を順次入れ替えながら実施します。 

（順番等については、実施日までに調整します。） 

  ・各参加事業者から、提出いただいた「提案書（様式４）」の内容について説明をいただき、そ 

の内容を踏まえて、本市側から質問等をさせていただきながら対話を進めます。 

  ④準備事項： 

  ・参加する人数は、１グループにつき５名以内でお願いします。 

  ・説明時に必要な機器（スクリーン、プロジェクター、ＨＤＭＩケーブル）は本市で準備しま 

す。 

  ・参加事業者は、プロジェクターに接続可能なパソコンを用意し、提案書等の内容をスクリー 

   ンに映せるように準備してください。 

  ⑤その他：提案書等の説明資料は、サウンディング実施日の２日前（休日及び祝日を除く）まで 

に電子メールで提出いただき、当日５部持参ください。 

 

（５）サウンディング実施結果の公表 

サウンディング調査の実施結果について、本市ホームページで概要の公表を予定しています。 

なお、参加事業者の名称やノウハウに関する内容は公表しません。公表にあたっては、事前に参 

加事業者へ内容の確認を行うことがあります。 



 

６ 留意事項 

 

（１） 参加事業者及び調査内容の取扱い 

サウンディング調査への参加実績は、事業者公募を実施した場合の評価対象とはしません。 

サウンディングでの意見や提案については、今後の検討における参考とさせていただきます

が、双方の発言ともサウンディング時点での想定のものとし、今後について何ら約束するもの

ではありません。 

（２） 費用負担 

サウンディング調査への参加に要する費用は、ご来庁に要する費用等を含め、全て参加事業

者の負担とします。 

（３） 追加対話への協力 

本調査の終了後も、必要に応じて追加の対話（文書紹介含む）をお願いする場合があります。

その際はご協力をお願いします。 

 

７ 様式・参考資料 

 

  様式１：現地見学会参加申込書 

  様式２：質問書 

  様式３：エントリーシート 

  様式４：提案書 

 

８ 問い合わせ先 

  

  サウンディングについて、質問等がある場合は下記までお問合せください。 

   〒６２０－８５０１ 京都府福知山市字内記１３番地の１ 

    福知山市教育委員会事務局生涯学習課（担当：田中） 

    電話 ０７７３－２４－７０６７（内線２１１８） 

    E-mail  syougai■city.fukuchiyama.lg.jp  （■は、＠と読み替えること。） 

 

 


